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　フード連合とＵＡゼンセンは、2003年から連合の食品部門連絡会と連携し、取引の現場の課題である優越的地
位の濫用行為の改善に向けた活動を進めてきました。その活動の一環として、フード連合とＵＡゼンセンが共同
で取引慣行の実態を把握するために、営業を担当する加盟労働組合員を対象に、毎年9月～10月に「取引慣行に
関する実態調査」を実施し、取引における優越的地位の濫用行為の事例を収集しています。

　商取引における法等の整備について、この間の取り組みによって大規模小売業告示の施行（2005年11月）、改
正独占禁止法の施行（2010年1月）、改正下請法の施行（2016年12月）が行われています。また、サプライチェーン
の共存・共栄を図ることを目的とした「パートナーシップ構築宣言」が導入（2020年5月）される等、公正取引の実
現に向けた取組みが幅広く展開されています。
　食品製造業においては「適正取引推進ガイドライン」として、「豆腐・油揚製造業」（2017年3月）、「牛乳・乳製
品製造業」（2018年3月）、「水産物・水産加工品」（2021年11月）、「養殖業」（2021年11月）が策定され、業種特
性に合わせた具体的な問題と望ましい取引形態等が示されています。加えて、政府は取引事業者全体のパート
ナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるように新たな取組みを開始
しており、そのなかで、食品製造業者・小売業者間の取引を幅広く対象とする「食品製造業者・小売業者間にお
ける適正取引推進ガイドライン」（2021年12月）を新たに策定しています。

　2021年の「取引慣行に関する実態調査」（回答数4,093件、862事例）では、「優越的地位の濫用行為」の有無に
ついて、継続して改善傾向にあるものの、依然として営業を担当する組合員のなかで、1,049件（回答者の25.7％）
の何らかの濫用行為が発生していることが分かりました。具体的な優越的地位の濫用行為の事例としては、「労
務提供」が373件、「押し付け販売」が259件となっており、合わせて全体の５割を超える突出した状況です。これ
は、昨年までの調査と同様の傾向であり、対応を更に強化する必要があります。
　加えて、昨今の原材料価格やエネルギーコスト、労務費などの上昇に伴う価格転嫁に関連した取引において
も不公正な取引が発生している状況が散見されており、製品値上げを表明している企業・業種を中心に注意深く
状況を確認し、適切な対応を取る必要があります。
　また、「大規模小売業告示」に示されている優越的地位の濫用行為を規制する10の禁止行為については、約6
割の営業担当者が３つ以下しか知らないと答えています。取引先から優越的地位の濫用行為を受けたにも関わら
ずに、それが違法であるとわからないケースも一定数あると考えられ、法やガイドラインで定められた禁止行為を
更に周知する必要があると言えます。

　フード連合とＵＡゼンセンは、食品が生産者から消費者に届くまでのフードバリューチェーン全体で、それぞれ
が生み出した価値が公正・適正に付加されるように食品関連産業の取引慣行の健全化を図り、国民・消費者の豊
かで健康な食生活の実現を目指しています。引き続き実態調査を実施していくとともに、公正取引委員会等や各
業界団体と連携し、改善に向けた取組みを力強く推進していきます。
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調査の概要
１．調査目的　取引現場における優越的地位の濫用事例を集約し、現場の声として公正取引委員会をはじめ

とする各方面へ伝え、改善を求める。

２．調査期間　2021年９月～10月

３．回答件数　4,093件　862事例（昨年4,097件　870事例）
※4,093件の内訳　フード連合3,241件　ＵＡゼンセン852件

４．回答企業数　89社　※89社の内訳　フード連合73社　ＵＡゼンセン16社

５．アンケート回答者の業種・取引先
　　　　　　　所属業種   　　　　　　　　　　  取引先（複数回答あり）

担当営業エリア（複数回答あり）
北 海 道 162 石 川 65 岡 山 79
青 森 40 福 井 10 広 島 105
岩 手 31 山 梨 30 山 口 14
宮 城 147 長 野 53 徳 島 7
秋 田 30 岐 阜 20 香 川 50
山 形 13 静 岡 86 愛 媛 25
福 島 30 愛 知 289 高 知 9
茨 城 56 三 重 38 福 岡 312
栃 木 43 滋 賀 28 佐 賀 16
群 馬 64 京 都 729 長 崎 44
埼 玉 136 大 阪 401 熊 本 35
千 葉 114 兵 庫 94 大 分 18
東 京 941 奈 良 20 宮 崎 13
神 奈 川 188 和 歌 山 19 鹿 児 島 54
新 潟 78 鳥 取 15 沖 縄 39
富 山 15 島 根 5 合 計 4,810

６．調査項目
設問１ 優越的地位の濫用行為について
設問２ 大規模小売業告示について
設問３ その他
設問４ 取引先からのハラスメントについて

その他
6.0%（470件）

通信販売(EC)
1.3%（101件）

加工用ユーザー
(原材料供給先)
3.4%（269件）

卸店
13.8%

（1,090件）

外食産業
7.1%（562件）

ホテル
2.2%（177件）

百貨店
2.0%（161件）

ドラッグストア
9.3%

（736件）

ホームセンター
2.3%（178件）

コンビニ(CVS)
4.3%（343件）

ディスカウント
ストア(DS)
10.1%（796件）

食品スーパー
(SM)
27.1%

（2,140件）

総合
スーパー
(GMS)
11.1%
（875件）

卸・その他
7.3%（298件）

単組不明
0.6%（26件）

たばこ関連
1.7%（70件）酒類

2.6%（105件）

飲料・ビール
20.7%
（848件）

菓子
15.8%
（646件）

パン
6.1%（250件）

製粉　1.8%（73件）

糖業
0.1%（3件）

油脂・調味料
8.5%（349件）

醤油・味噌・納豆
4.5%（183件）

水産・冷食
4.7%
（193件）

乳業
4.1%（167件） 食肉

21.5%
（882件）
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調査結果報告

１.　押し付け販売、労務提供など「優越的地位の濫用行為」を受けたことがありますか？

設問１ 優越的地位の濫用行為について

　「③まったくない」が3,032件
（74.3％）で、継続して改善傾
向にある。一方で、「①たくさ
んある」が151件（3.7％）、「②
時々ある」が898件（22.0％）と、
併せて1,049件（25.7％）の何ら
かの濫用行為が依然として発生
している。

　優越的地位の濫用行為を受け
た場合、「②その場で断る」は
208件（14.8％）と、昨年の151件
（10.5％）から増加している。一
方で、「③その場で受けざるを
得ない」も366件（26.0％）と、昨
年の345件（24.0％）から増加し
ている。

1,049件（25.7％）の濫用行為が発生している

２．（１で①たくさんある、または②時々あるを回答した方）
　 「優越的地位の濫用行為」を受けた場合、主にどのように対応していますか？

366件（26.0％）がその場で受けている

0％ 20 40 60 80 100
   

②時々ある①たくさんある ③まったくない

①151件（3.7％） 

①164件（4.0％） 

2019

2020

2021
年

②1,115件（28.4％） ③2,610件（66.4％）

①204件（5.2％）

③2,973件（73.1％）②932件（22.9％）

②898件（22.0％） ③3,032件（74.3％）

（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年
①たくさんある 151 3.7% ➡ 164 4.0% 204 5.2% 156 5.3% 119 4.0%
②時々ある 898 22.0% ➡ 932 22.9% 1,115 28.4% 905 30.7% 1,000 33.7%
③まったくない 3,032 74.3% ➡ 2,973 73.1% 2,610 66.4% 1,887 64.0% 1,847 62.3%

合計 4,081 100.0% 4,069 100.0% 3,929 100.0% 2,948 100.0% 2,966 100.0%

　67件（8.9％）が「②その場で
断るよう指示を受けた」、45件
（6.0％）が「③具体的な指示は
なかった」となっている。また、5
件（0.7％）が「①要請を受けるよ
うに指示を受けた」となっている。

３.　（２で①会社・上司に相談し指示を仰ぐを回答した方）
　　会社・上司はどのような対応をしましたか？

67件（8.9％）がその場で断るように指示を受けている

2021
年

2020

0％ 20 40 60 80 100

②その場で断る①会社・上司に相談し指示を仰ぐ ③その場で受けざるを得ない ④その他

④106件（7.4%）④106件（7.4%）

③345件（24.0%）

④105件（7.5%）④105件（7.5%）

③366件（26.0%）

②151件（10.5%）②151件（10.5%）

②208件（14.8%）②208件（14.8%）

①833件（58.0%）

①727件（51.7%）

③具体的な指示はなかった

2021
年

0％ 20 40 60 80 100

②その場で断るように指示を受けた①要請を受けるように指示を受けた
④ケース・バイ・ケース ⑤その他

②64件（7.7%）②64件（7.7%）

2020 ⑤568件（68.4%）④135件
（16.2%）

③50件（6.0%）③50件（6.0%）①14件（1.7%）①14件（1.7%）

①5件（0.7%）①5件（0.7%）

②67件
（8.9%）

④62件
（8.3%）

③45件
（6.0%） ⑤571件（76.1%）
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　濫用行為をその場で受けざる
を得ないとの回答のうち、「①
今後の取引に不利な影響があ
ると思ったから」が最多で223
件（28.4％）、次いで「④競合他
社も対応しているから」が218件
（27.7％）、「②取引の付き合い
の範囲内と考えたから」が190件
（24.2％）であった。

４.　（２で③その場で受けざるを得ないを回答した方）
　　なぜ、そのような対応をしましたか？（複数回答）

223件（28.4％）が今後の取引への不利な影響を懸念している

　　所在都道府県、具体的事例については事例一覧（p.24以降）に掲載。

食品スーパーと卸店が60.0％を占める
　業態については、「②食品ス
ーパー」505件（43.3％）と「⑩卸
店」194件（16.7％）が、全体の
60.0％を占める。
　また、「③ディスカウントス
トア」88件（7.6％）、「④コンビ
ニエンスストア」51件（4.4％）、
「⑤ホームセンター」13件（1.1
％）、「⑫通信販売」6件（0.5
％）が前年比120％以上で増加し
ている。

５.　具体的事例（困っている・悩んでいる事例について、その「取引先名・具体的内容」）

（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
食品スーパー（SM） 505 43.3% ➡ 489 44.1% 557 45.2% 379 46.5% 376 52.3% 420 53.1% 332 52.9%
卸店 194 16.7% ➡ 209 18.9% 184 14.9% 105 12.9% 75 10.4% 77 9.7% 66 10.5%
総合スーパー（GMS） 100 8.6% ➡ 91 8.2% 105 8.5% 73 9.0% 83 11.5% 88 11.1% 70 11.1%
ディスカウントストア
（DS） 88 7.6% ➡ 63 5.7% 76 6.2% 33 4.0% 42 5.8% 44 5.6% 27 4.3%

外食産業 76 6.5% ➡ 77 6.9% 72 5.8% 51 6.3% 18 2.5% 18 2.3% 17 2.7%
ドラッグストア 70 6.0% ➡ 60 5.4% 73 5.9% 58 7.1% 56 7.8% 63 8.0% 39 6.2%
コンビニエンスストア
（CVS） 51 4.4% ➡ 40 3.6% 58 4.7% 43 5.3% 28 3.9% 34 4.3% 44 7.0%

その他 43 3.7% ➡ 37 3.3% 43 3.5% 26 3.2% 11 1.5% 16 2.0% 12 1.9%
ホームセンター 13 1.1% ➡ 7 0.6% 11 0.9% 8 1.0% 11 1.5% 9 1.1% 5 0.8%
加工用ユーザー
（原材料供給先） 10 0.9% ➡ 18 1.6% 27 2.2% 10 1.2% 7 1.0% 6 0.8% 7 1.1%

通信販売（EC） 6 0.5% ➡ 2 0.2% 3 0.2% 1 0.1%
ホテル 5 0.4% ➡ 11 1.0% 14 1.1% 10 1.2% 5 0.7% 5 0.6% 6 1.0%
百貨店 4 0.3% ➡ 4 0.4% 8 0.6% 5 0.6% 1 0.1% 3 0.4% 1 0.2%

合計 1,165 100.0% 1,108 100.0% 1,231 100.0% 815 100.0% 719 100.0% 791 100.0% 628 100.0%

（１）業態

④209件（28.9%）③119件
（16.5%）②191件（26.4%）①189件（26.1%）

2021
年

0％ 20 40 60 80 100

   

②取引の付き合いの範囲内と考えたから①今後の取引に不利な影響があると思ったから
③業界の慣習であり対応して当たり前と思ったから ④競合他社も対応しているから
⑤違反行為であるという認識がなかったから ⑥その他

⑥2件（0.3%）
⑤13件（1.8%）

④218件（27.7%）③136件
（17.3%）②190件（24.2%）①223件（28.4%）

⑤19件（2.4%）

2020
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（２）濫用行為の事例

（３）優越的地位の濫用事例をどのようにとらえましたか？

　具体的な濫用行為は「⑦労務
提供」373件（33.0％）、「⑥押し
付け販売」259件（22.9％）が依
然として全体の55.9％を占める。
　また、「⑨要求拒否の場合
の不利益な取扱」68件（6.0％）、
「④特売商品等の買いたたき」
63件（5.6％）が前年比120％以上
で増加している。

　「②店舗、会社からの要請と
とらえた」が493件（56.0％）と
なっており、昨年の523件と比べ
て減少傾向ではあるものの、依
然として5割以上を占めている。

「労務提供」と「押し付け販売」が55.9％を占める

493件（56.0％）が店舗、会社からの要請ととらえている

（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
労務提供
（陳列/販売/製造応援等） 373 33.0% ➡ 394 32.7% 484 33.9% 303 33.5% 302 38.3% 296 34.4% 226 32.8%

押し付け販売 259 22.9% ➡ 340 28.2% 460 32.3% 302 33.4% 187 23.7% 231 26.9% 216 31.3%
不当な値引き 119 10.5% ➡ 125 10.4% 108 7.6% 69 7.6% 67 8.5% 71 8.3% 61 8.8%
不当な利益の収受
（協賛金・物流センターフィー等） 95 8.4% ➡ 85 7.1% 115 8.1% 62 6.9% 56 7.1% 61 7.1% 41 5.9%

不当な返品 85 7.5% ➡ 83 6.9% 52 3.6% 46 5.1% 48 6.1% 55 6.4% 39 5.7%
要求拒否の場合の不利益な
取扱 68 6.0% ➡ 55 4.6% 61 4.3% 46 5.1% 47 6.0% 51 5.9% 52 7.5%

特売商品等の買いたたき 63 5.6% ➡ 45 3.7% 50 3.5% 21 2.3% 37 4.7% 33 3.8% 21 3.0%
その他 47 4.2% ➡ 57 4.7% 71 5.0% 45 5.0% 26 3.3% 48 5.6% 25 3.6%
特別注文品の受領拒否 12 1.1% ➡ 12 1.0% 11 0.8% 8 0.9% 5 0.6% 6 0.7% 6 0.9%
不当な委託販売取引 5 0.4% ➡ 6 0.5% 10 0.7% 3 0.3% 8 1.0% 3 0.3% 2 0.3%
公取委への報告に対する
不利益な取扱 4 0.4% ➡ 3 0.2% 4 0.3% 0 0.0% 5 0.6% 5 0.6% 1 0.1%

合計 1,130 100.0% 1,205 100.0% 1,426 100.0% 905 100.0% 788 100.0% 860 100.0% 690 100.0%

（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年
①あくまで個人的な要請ととらえた 202 22.9% ➡ 180 19.5% 215 20.1% 128 17.8% 112 17.6%
②店舗、会社からの要請ととらえた 493 56.0% ➡ 523 56.6% 644 60.1% 440 61.0% 407 64.1%
③どちらとも言えない 186 21.1% ➡ 221 23.9% 213 19.9% 153 21.2% 116 18.3%

合計 881 100.0% 924 100.0% 1,072 100.0% 721 100.0% 635 100.0%
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③どちらとも言えない②店舗、会社からの要請ととらえた①あくまで個人的な要請ととらえた

2020

2021
年

①215件
（20.1％） ②644件（60.1％） ③213件

（19.9％）2019

③221件（23.9%）②523件（56.6%）①180件
（19.5%）

③189件（22.1%）②493件（56.0%）①202件
（22.9%）
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　年間頻度は、「①年1～3 
回」が153件で、80.5％と最も
多い。

（２）具体的に買わされた商品（複数回答）

「うなぎ」「ケーキ」「恵方巻」「ワイン」併せて333件（67.0％）

６.　押し付け販売の事例について

　具体的に買わされた商品につ
いては「②うなぎ」101件（20.3
％）が依然として一番多く、「⑤
ケーキ」96件（19.3％）、「⑦恵方
巻」69件（13.9％）、「③ワイン」
67件（13.5％）の順で併せて333件、
67.0％（昨年468件、66.6％）とな
っており、昨年と同じ順になって
いる。

年間１～３回の押し付け販売が153件（80.5％）発生している

（１）依頼を受ける頻度

（４）同業他社も同様の濫用行為を受けていますか？
　707件が「①受けている」と
し、6割以上を占めている。

707件（62.8％）が同業他社も同様の濫用行為を受けていると
認識している

0％ 20 40 60 80 100

2021
年

2020

④年間10回以上③年間７～９回②年間４～６回①年間１～３回

2019 ①366件（82.2％）
④6件
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（0.6%）
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（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
①ほぼ会社負担 47 16.5% ➡ 47 15.5% 73 16.9% 27 9.2% 23 10.6% 34 13.7%
②ほぼ自己負担 158 55.4% ➡ 194 63.8% 276 64.0% 212 72.1% 157 72.7% 168 67.7%
③折半 15 5.3% ➡ 13 4.3% 21 4.9% 12 4.1% 10 4.6% 10 4.0%
④ケース・バイ・ケース 65 22.8% ➡ 50 16.4% 61 14.2% 43 14.6% 26 12.0% 36 14.5%

合計 285 100.0% 304 100.0% 431 100.0% 294 100.0% 216 100.0% 248 100.0%

　押し付け販売の金額につい
ては、「②ほぼ自己負担」が158
件（55.4％）と、昨年の194件
（63.8％）から減少している。一
方で、「④ケース・バイ・ケー
ス」が65件（22.8％）と昨年50
件（16.4％）から増加している。

158件（55.4％）がほぼ自己負担している

（５）押し付け販売で買わされた際の負担

0％ 20 40 60 80 100

2020

2019

2021
年

④ケース・バイ・ケース③折半②ほぼ自己負担①ほぼ会社負担

①73件
（16.9％） ②276件（64.0％） ④61件

（14.2％）

④50件
（16.4%）

④65件（22.8%）

②194件（63.8%）

②158件（55.4%）

①47件
（15.5%）

③13件（4.3%）③13件（4.3%）

③15件（3.3%）③15件（3.3%）

③21件（4.9％）③21件（4.9％）

①47件
（16.5%）

（３）買わされた最高額の商品
（４）買わされた最高額の商品の金額

最高額は「おせち」に50,000円
　押し付け販売を受けた金額の
最高額を見ると、「おせち」で
50,000円となっている。件数が
多いのは昨年同様「②食品スー
パー」で、94件となっている。

（単位：円）

2021年 2020年 2019年
件数 最高額 最高額の品目 件数 最高額 件数 最高額

①総合スーパー（GMS） 9 5,000 ⑤ケーキ 56 14,000 9 10,000
②食品スーパー（SM） 94 50,000 ①おせち 96 50,000 76 80,000
③ディスカウントストア（DS） 7 5,000 ②うなぎ 6 10,000 7 140,000
④コンビニエンスストア
（CVS） 24 30,000 ①おせち 19 20,000 4 9,000

⑤ホームセンター 1 － － － － － －
⑥ドラッグストア 2 4,000 ②うなぎ 2 10,000 5 6,000
⑦百貨店 － － － － － 1 3,000
⑧ホテル 2 － － 7 25,000 － －
⑨外食産業 23 8,500 ①おせち 29 50,000 6 30,000
⑩卸店 34 － － 51 30,000 13 140,000
⑪加工用ユーザー（原材料供
給先） 1 － － 4 10,000 2 16,000

⑫通信販売（EC） － － － － － － －
⑬その他 7 3,000 ⑤ケーキ 5 30,000 4 48,600
　生協

件数合計/平均 204 15,071 275 24,900 127  48,260
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（２）曜日

52件（15.6％）が休日も含めた労務提供を行なっている

（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
①主に平日 282 84.4% ➡ 317 82.3% 391 79.5% 200 74.9% 209 72.8% 219 69.5%
②平日/休日両方 40 12.0% ➡ 60 15.6% 79 16.1% 61 22.8% 61 21.3% 85 27.0%
③主に休日 12 3.6% ➡ 8 2.1% 22 4.5% 6 2.2% 17 5.9% 11 3.5%

合計 385 100.0% 385 100.0% 492 100.0% 267 100.0% 287 100.0% 315 100.0%

　「③主に休日」が12件（3.6％）、
「②平日／休日両方」が40件
（12.0％）と休日を含む労務提供
が依然として発生している。

７.　労務提供の事例について

（１）依頼を受ける頻度

176件（52.8％）が平均して月１回以上の労務提供を行なっている

（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
①年間1～6回 149 44.6% ➡ 192 50.4% 232 47.1% 97 42.2% 122 42.8% 106 36.1%
②年間7～11回 9 2.7% ➡ 33 8.7% 30 6.1% 26 11.3% 43 15.1% 31 10.5%
③年間12～24回 67 20.1% ➡ 72 18.9% 95 19.3% 55 23.9% 66 23.2% 89 30.3%
④年間25～60回 45 13.5% ➡ 42 11.0% 64 13.0% 43 18.7% 48 16.8% 53 18.0%
⑤年間61回以上 64 19.2% ➡ 42 11.0% 72 14.6% 9 3.9% 6 2.1% 15 5.1%

合計 334 100.0% 381 100.0% 493 100.0% 230 100.0% 285 100.0% 294 100.0%

　「⑤年間61回以上」が64件
（19.2％）、「④年間25～60
回」が45件（13.5％）と昨年か
ら増加している。

　「ほぼ自己負担」とした理
由として、「①会社が負担
してくれなかったから」が37
件（23.7％）と、昨年の56件
（29.6％）から減少した。一方
で、「②金額が少なく、支障
がないから」が83件（53.2％）
と、昨年66件（34.9％）から増
加している。

37件（23.7％）が会社が負担してくれなかったために
自己負担をしている

（６）（（５）でほぼ自己負担と回答した方）なぜ、「ほぼ自己負担」としましたか？

①会社が負担してくれなかったから ②金額が少なく、支障がないから
③「営業手当」等で補てんがあるから ④その他

2020

2021
年

0％ 20 40 60 80 100

④63件（33.3%）

④33件（21.2%）

③4件（2.1%）

②66件（34.9%）

②83件（53.2%）

①56件（29.6%）

2019

③5件（1.9%）

①83件（30.7%） ②104件（38.5%） ④78件（28.9%）

①37件（23.7%）

③3件（1.9%）

0％ 20 40 60 80 100

2020

2019

2021
年

④年間25～60回③年間12～24回②年間7～11回①年間1～6回 ⑤年間61回以上

⑤72件
（14.6％）

④64件
（13.0％）

③95件
（19.3％）

②30件（6.1％）②30件（6.1％）

②9件（2.7％）②9件（2.7％）

①232件（47.1％）

⑤42件
（11.0%）

⑤64件（19.2%）

④42件
（11.0%）

④45件
（13.5%）

③72件
（18.9%）

③67件
（20.1%）

②33件
（8.7%）①192件（50.4%）

①149件（44.6%）

0％ 20 40 60 80 100

2020

2019

2021
年

③主に休日②平日/休日両方①主に平日

①391件（79.5％）
②79件

（16.1％）
③22件（4.5％）③22件（4.5％）

②60件
（15.6%）

②40件
（12.0%）

①317件（82.3%）

③12件（3.6%）③12件（3.6%）
①282件（84.4%）

③8件（2.1%）③8件（2.1%）
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　「③支給されなかった」が169
件（54.0％）、「④提示はあった
が、今後の取引関係等への影
響等を考えると受け取れなかっ
た」が55件（17.6％）となってい
る。

224件（71.6％）が日当、交通費などを受け取っていない

（５）日当、交通費などは支給されましたか？

③280件（58.8%） ④65件
（13.7%）

⑤53件
（11.1%）

①61件
（12.8%）

2020

2021
年

0％ 20 40 60 80 100

③支給されなかった
⑤その他

②支給されたが、妥当な額とはいえない①妥当な額が支給された
④提示はあったが、今後の取引関係等への影響等を考えると受け取れなかった

⑤41件
（10.9%）

⑤27件
（8.6%）

④58件
（15.5%）

④55件
（17.6%）

③213件（56.8%）

③169件（54.0%）

13件②（3.5%）

①50件
（13.3%）

②17件（3.6%）

2019

②19件（6.1%）

①43件
（13.7%）

　「④早朝／深夜含む（終
日）」が12件（3.8％）と「③早
朝／深夜含む（半日以内）」が
38件（12.1％）となっており、早
朝／深夜を含む労務提供が依
然として発生している。

50件（15.9％）が早朝または深夜の労務提供を行なっている

（単位：件）

2021年 変化 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
①通常業務内（半日以内） 141 44.9% ➡ 162 42.3% 193 39.5% 96 35.6% 94 34.6% 89 28.6%
②通常業務内（終日） 123 39.2% ➡ 164 42.8% 220 45.0% 120 44.4% 121 44.5% 145 46.6%
③早朝/深夜含む（半日以内） 38 12.1% ➡ 39 10.2% 51 10.4% 26 9.6% 35 12.9% 49 15.8%
④早朝/深夜含む（終日） 12 3.8% ➡ 18 4.7% 25 5.1% 28 10.4% 22 8.1% 28 9.0%

合計 314 100.0% 383 100.0% 489 100.0% 270 100.0% 272 100.0% 311 100.0%

（３）時間帯

　227件（64.5％）が「②締結
していない」となっている。ま
た、93件（26.4％）が「③分か
らない」となっている。

227件（64.5％）が覚書等を締結していない

（４）あらかじめ覚書等を締結していますか？

0％ 20 40 60 80 100

2020

2019

2021
年

④早朝/深夜含む（終日）
③早朝/深夜含む(半日以内)②通常業務内（終日）①通常業務内（半日以内）

①193件（39.5％） ②220件（45.0％）
③51件
（10.4％）

③39件
（10.2%）

③38件
（12.1%）

②164件（42.8%）

②123件（39.2%）

①162件（42.3%）

①141件（44.9%）

④25件（5.1％）④25件（5.1％）

④18件（4.7%）④18件（4.7%）

④12件（3.8%）④12件（3.8%）

2020

2021
年

0％ 20 40 60 80 100

③分からない②締結していない①締結している

③93件（23.5%）

③93件（26.4%）

②249件（62.9%）

②227件（64.5%）

①54件
（13.6%）

①32件
（9.1%）

③132件（25.7%）②323件（63.0%）2019 ①58件（11.3%)
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設問２ 大規模小売業告示について

２. あなたは大規模小売業告示における優越的地位の濫用行為の10の行為を知っていますか？

３. あなたは独占禁止法や大規模小売業告示に関する学習会等(eラーニング含む)に参加したことがありますか？

　昨年2,449件（60.8％）から減
少傾向にあるものの、依然と
して「③あまり知らない（３～
１）」が1,379件（37.6％）、「④
まったく知らない」が 760件
（20.7％）といったように併せて
2,139件（58.3％）が３つ以下し
か知らない。

　昨年2,659件（64.8％）から減
少傾向にあるものの、依然とし
て「④参加したことはない」が
2,224件（59.7％）となっている。

依然として、2,139件（58.3％）が優越的地位の
濫用行為を３つ以下しか知らない

依然として、2,224件（59.7％）が勉強会等に参加したことがない

１. あなたは大規模小売業告示の存在を知っていますか？

　昨年1,741件（43.0％）から減
少傾向にあるものの、依然とし
て大規模小売業告示の存在に
ついては「②知らない」が1,487
件（40.5％）となっている。

依然として、1,487件（40.5％）が大規模小売業告示を知らない

0％ 20 40 60 80 100

2020

2019

2021
年

②知らない①知っている

①1,871人（48.2%） ②2,012人（51.8%）

②1,741件（43.0%）

②1,487件（40.5%）

①2,307件（57.0%）

①2,185件（59.5%）

0％ 20 40 60 80 100

2020

2021
年

③あまり知らない（3～1）②やや知っている（7～4）①よく知っている（８以上）
④まったく知らない

2019 ②1,025人（26.6%） ③1,419人（36.8%） ④1,244人（32.3%）

①167人（4.3%）

④930件（23.1%）

④760件（20.7%）

③1,519件（37.7%）

③1,379件（37.6%）

②1,336件（33.1%）

②1,301件（35.5%）

①247件（6.1%）

①225件（6.1%）

③23件（0.6%）

④2,744件（70.4%）①946件（24.3%）

④参加したことはない③行政機関（公正取引委員会等）の学習会等に参加した
②労働組合(産別、単組)の学習会等に参加した①会社の学習会等に参加した

0％ 20 40 60 80 100

2019

2020

2021
年

④2,659件（64.8%）

④2,224件（59.7%）

③24件（0.6%）

①1,152件（28.1%）

①1,241件（33.3%）

②186件（4.8%）②186件（4.8%）

②266件（6.5%）②266件（6.5%）

③23件（0.6%）③23件（0.6%）②237件（6.4%）②237件（6.4%）
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1,510件（41.9％）が独占禁止法等の強化、
公正取引委員会等の機能強化を期待している

２．今後の改善策について、最も効果的と思われるものに○印をご記入下さい。

今後の改善策については、p.44以降に掲載 

（単位：件）

2021年 変化 2020年
①行政機関（公正取引委員会等）の機能強化 766 21.3% ➡ 870 22.2%
②法（独占禁止法等）規制の強化 744 20.6% ➡ 875 22.3%
③啓発・教育機会等の充実（法・告示の周知を含む） 198 5.5% ➡ 190 4.8%
④社会的関心の強化 580 16.1% ➡ 611 15.6%
⑤業界内の対応の統一（同業他社との連携） 741 20.6% ➡ 749 19.1%
⑥小売業者への働きかけ強化 449 12.5% ➡ 471 12.0%
⑦労働組合（産別・単組）の取り組み強化 101 2.8% ➡ 84 2.1%
⑧その他 25 0.7% ➡ 71 1.8%

合計 3,604 100.0% 3,921 100.0%

　「①行政機関（公正取引委
員会等）の機能強化」が766件
（21.3％）と最も多く、次に「②
法（独占禁止法等）規制の強
化」が744件（20.6％）であった。
また「⑤業界内の対応の統一
（同業他社との連携）」が741件
（20.6％）であった。

設問３ その他

１.　現場の取引慣行について、改善していると感じますか？

2,221件（60.6％）が取引慣行に変化を感じていない
　「①とても改善している」が
242件（6.6％）、「②やや改善し
ている」が1,175件（32.1％）、併
せて1,417件（38.7％）が改善し
ていると感じている一方、2,221
件（60.6％）と半数以上が変わ
らないと感じている。

2021
年

0％ 20 40 60 80 100

③変化は感じない
⑤とても悪くなっている
②やや改善している①とても改善している

④やや悪くなっている

⑤11件（0.3%）⑤11件（0.3%）

④15件（0.4%）④15件（0.4%）

③2,221件（60.6%）②1,175件（32.1%）

①242件（6.6%）①242件（6.6%）

2020

⑤14件（0.3%）⑤14件（0.3%）

④27件（0.7%）④27件（0.7%）

③2,398件（59.4%）②1,333件（33.0%）

①262件（6.5%）①262件（6.5%）
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設問４ 取引先からのハラスメントについて

１．取引先からのハラスメントを受けたことはありますか？

２．具体的事例について○印をご記入ください（複数回答）。

662件（18.1％）がハラスメントを受けたことがある

571件（78.4％）がパワハラを受けたことがある

　「①たくさんある」が72件
（2.0％）、「②時々ある」が
590件（16.1％）、併せて662件
（18.1％）が「ある」となってい
る。

　「①パワハラ」が 5 7 1件
（78.4％）と最も多くなっている。
また、「①パワハラ」「②セクハ
ラ」「③マタハラ」「④ケアハ
ラ」のいずれにも分類されない
「⑤その他」が91件（12.5％）と
なっている。

2021
年

2020

0％ 20 40 60 80 100

③まったくない②時々ある①たくさんある

③3,008件（82.0%）②590件
（16.1%）
①72件（2.0%）

③3,248件（81.4%）②663件
（16.6%）
①78件（2.0%）

2021
年

2021

0％ 20 40 60 80 100

③マタハラ ⑤その他②セクハラ①パワハラ ④ケアハラ

③6件（0.8%）③6件（0.8%）
⑤133件
（16.8%）①581件（73.4%）

④16件（2.0%）④16件（2.0%）②56件（7.1%）②56件（7.1%）
③7件（1.0%）③7件（1.0%）
⑤91件
（12.5%）①571件（78.4%）

④17件（2.3%）④17件（2.3%）②42件（5.8%）②42件（5.8%）
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14

A 11 8  

B 9 11  

C 9 2  

D 6 10  

E 6 7  

F 6 4  



15

C 9 2  

D 6 10  

E 6 7  

F 6 4  



16

G 6 3  

H 6 0  

I 5 5  

10 J 5 4  

11 K 5 3  

12 L 5 3  

13 M 5 1  

14 N 5 1  



17

11 K 5 3  

12 L 5 3  

13 M 5 1  

14 N 5 1  



18

15 O 5 0  

16 P 5 0  

17 Q 6  

18 R 4 5  

19 S 4 4  

20 T 4 4  

21 U 4 2  

22 V 4 1  



19

19 S 4 4  

20 T 4 4  

21 U 4 2  

22 V 4 1  



20

23 W 3 6  

24 X 3 6  

25 Y 3 6  

26 Z 3 5  

27 a 3 4  

28 b 3 3  

29 c 3 2  

30 d 3 2  

31 e 3 2  

32 f 3 2  

33 g 3 2  

34 h 3 1  



21

29 c 3 2  

30 d 3 2  

31 e 3 2  

32 f 3 2  

33 g 3 2  

34 h 3 1  



22

35 i 3 1  

36 j 3 1  

37 k 3 1  

38 l 3 0  

39 m 3 0  

40 n 3 0  
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40 n 3 0  
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〒108-0014　東京都港区芝5-26-30　専売ビル４階
TEL　03-6435-2882
URL　http://www.jfu.or.jp

〒102-0074　東京都千代田区九段南4-8-16
TEL　03-3288-3736
URL　http://uazensen.jp

検索フードバリューチェーン

カチッ

にもかかわらず、食品関連産業の実態は……

安
全な

食品を安心の価
格
で安

全な
食品を安心の価
格
で

豊
か
で健

康な食
生活を送りた

い

豊
か
で健

康な食
生活を送りた

い

消費者消費者

私たちは『食』の価値を公正に
適正な価格で消費者に届けたい

小売小売

魅力
ある食品をお届け

し
た
い

魅力
ある食品をお届け

し
た
い

流通流通

品
質
も時

間も守ってお届けし
た
い品

質
も時

間も守ってお届けし
た
い

食品加工食品加工

安

全で
新鮮な食品素材を

作
り
た
い

安

全で
新鮮な食品素材を

作
り
た
い

　食品関連産業で働く労働者は約850万人で、国
内最終消費額は約76兆円、全産業の約15％と国民
経済上重要な位置を占めています（※）。
　食品関連産業は、人の生命にとって欠くことので
きない食料を国民・消費者に安定的に届けるという
重要な役割を担っています。そして、国民・消費者
が「食」を通じて豊かで健康な生活ができるよう
に、安全・安心な食品を提供することが大切です。
　さらに、持続的に国民・消費者に「食」のもつ文
化や価値を適正な価格で提供していくことを、フー
ドバリューチェーン全体で常に意識していく必要が
あると考えています。
（※）食品産業に関する統計（農林水産省）

令和元年度食品産業統計年報（食品産業センター)より

生産者生産者

フードバリューチェーン
全体で取り組む課題

食品関連産業の健全な発展を通じ国民・消費者
へ良質かつ多様な食料を提供し、豊かな生活の
実現に貢献していくために

①「食」の安全・安心と食品表示への対応
②取引慣行の是正と公正取引の実現
③安定した食料の供給と国民生活の多様化
への対応
④食品ロスの削減と環境負荷低減への対応
⑤魅力ある産業かつ質の高い雇用の創出「食」の価値を引き継ぎ

適正な価格で
評価する社会

「食」の価値を引き継ぎ
適正な価格で
評価する社会

「食
」の価値連鎖「食
」の価値連鎖

食品が生産者から消費者に届くまでの各段階（生産・製造・流通・小売）において、それぞれが生み出した
価値が公正・適正に付加されていく取引を実現する「食」の価値連鎖が必要だと考えています。
食品が生産者から消費者に届くまでの各段階（生産・製造・流通・小売）において、それぞれが生み出した
価値が公正・適正に付加されていく取引を実現する「食」の価値連鎖が必要だと考えています。



53

　食品関連産業は重要な役割を担って
いるにもかかわらず、食品の本来あるべ
き「商品価値」「付加価値」に見合う
「小売り・販売価格」となっていません
（左図の　　　　参照）。

食品の価格は
これで良いのでしょうか？

　食料の生産者から消費者に届くまで
の各段階、生産・加工・流通・小売にお
いて、それぞれの生み出した価値が公
正・適正に付加されるような取引が不可
欠です（左図の　　　　参照）。

　私たちは、「食」のもつ文化や価値を
適正な価格で消費者に届けるため、フー
ドバリューチェーン全体で取り組みを推
進していきます。

低水準低水準■食品関連産業の賃金は相対的に
全産業規模にみる相対的賃金水準（全産業規模別  連合・賃金レポート2021より作成）

仕事に誇りを
持てる賃金を

フードバリューチェーンの目標は
「食」を適正な価格で評価する社会の実現です

■「食」の価値連鎖に　　　　が生じている

小売小売 流通流通

食品加工食品加工

消費者消費者

　全産業を100とした指数であらわしたとき、食品関連産業は、
相対的に低水準になっています。

安全な食品を
適正な価格で
売りたい

安全な食品を
適正な価格で
売りたい

安全で
より良い食品を
少しでも
安く買いたい

安全で
より良い食品を
少しでも
安く買いたい 安全で

安心な食材
をつくって
ほしい

安全で
安心な食材
をつくって
ほしい

大切につくった
ものだから
食材の価値を
評価してほしい

大切につくった
ものだから
食材の価値を
評価してほしい

価値ある食品を
公正・適正な価格で
価値ある食品を
公正・適正な価格で

安全な食材を
より安く
安定的に供給

安全な食材を
より安く
安定的に供給

安全な食材を
適正な価格で
安全な食材を
適正な価格で

生産者生産者

ゆがみゆがみ

不公正な取引の要請
（労務提供・返品・値引きなど)
不公正な取引の要請
（労務提供・返品・値引きなど)

「食」の適正価値は?

電気
機器
電気
機器

保険保険食料品
小売
食料品
小売

83.283.2

103.3103.3

118.3118.3

輸送
機器
輸送
機器

103.5103.5

化学化学

108.2108.2

道路
貨物
道路
貨物

85.685.6

飲料たばこ
製造

飲料たばこ
製造

93.793.7

食料品
製造
食料品
製造

85.485.4

食品の価値が
反映された賃金を
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